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 ● 「現金送れ」はすべて詐欺！ 
         現金を宅配便やレターパックで送ることは法律や約款で禁止されています。 
 
 ● 電話で「お金の話」がでたら詐欺！ 
       必ず自分だけで判断せず、誰かに相談して対応しましょう。      

「なくそう特殊詐欺被害・アンダー１０作戦」展開中！ 

４０００万円の高額被害発生！ 
～ 名義貸しトラブル解決を装った特殊詐欺 ～ 

事案概要 

 ○ 犯人１ 実在する大手企業を騙る 
        「証券会社の者があなた名義で当社の株を売買 
        している。これは不正な取引だ。」 
 ○ 犯人２ 金融庁を騙る 
        「名義貸しは不正な取引なので，罰金を支払え。 
        払わない場合は財産を差し押さえる。」 
 ○ 犯人３ 証券会社を騙る 
        不正な取引を謝罪した上で，「トラブルを解決する 
        には，現金を立て替えておく必要がある。」 
 
 などと言われ，さらに犯人から「現金は宅配便で送れ。」と指示され， 
 現金を送ったもの。 


